
平成２０年６月３日

社 会 保 険 庁

年金記録の訂正による裁定の変更により、既に年金を受給している方の年金額が遡

及して増額し、過年分を一括して支払う場合、社会保険庁では、これまで一括支払い

した年金をその年の公的年金等の収入金額として、源泉徴収税額を計算・徴収し、そ

れに基づく源泉徴収票を受給者に発行してきました。こうした場合、遡及した各年分

の公的年金等の収入金額として源泉徴収税額を計算・徴収することが、適正な取扱い

であることが確認できたので、本年2月6日に今後の対応予定について公表したとこ

ろですが、現在の対応状況は次のとおりです。

１．対象者

平成 19年に裁定変更があった方のうち、正当な各年分の年金支払額及び源泉徴収

税額が算出できた方々 １６，９４３人

【内訳】

各年分の年金支払額が相違しており、

○ 源泉徴収税額を過徴収していた方 １，０９８人

○ 源泉徴収税額が不足していた方 １，５５５人

○ 源泉徴収税額に過不足はなかった方 １４，２９０人

２．対応

平成 19年に裁定変更があった方のうち、正当な各年分の年金支払額及び源泉徴

収税額を算出できた方については、各年分の源泉徴収票と年別内訳書（訂正後の支

払額及び源泉徴収税額を一覧で記載）を送付することとしています。

○ 源泉徴収税額を過徴収していた方については、6月 13日の年金支払期に源泉

徴収税額の還付を行います。

1人当たりの平均額：5,890円

過年分の支払額が含まれる場合の

源泉徴収に係る対応について
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○ 源泉徴収税額が不足していた方については、10 月 15 日の年金支払期の年金

から源泉徴収税額の追徴を行います。

ただし、追徴方法については、１０月１５日の一括追徴の外に、分割徴収等の

ご相談を個別に行うこととしています。

1人当たりの平均額：4,326円

○ 源泉徴収税額に過不足がない方についても、その旨、お知らせすることとして

います。

３．今後の対応

平成 19年に裁定変更があった方で上記以外の方及び平成 18年以前に裁定変更

があった方への対応については、引き続き作業を行い、正当な各年分の年金支払金

額又は源泉徴収税額を算出した上で、所要の対応を行います。


